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代理申請の流れ

事前準備

• 委任者・受任者のそれぞれがｇBizIDプライムアカウントを取得

• 【委任者】ｇBizIDサイトで委任申請

• 【受任者】ｇBizIDサイトで委任承認

委任状登録

• 【受任者】委任状承認申請

• 【委任者】委任状承認

申請書作成

• 【受任者】申請書・届出書作成

• 【受任者】申請書・届出書提出

※画面は開発中のものであり、実際とは異なる箇所もありますのであらかじめご了承ください。



代理申請の事前準備
～gBizIDサイトでの委任手続き
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gBizIDサイトでの委任手続き

※GビズIDではアカウントを作成せず書面による委任手続きも
用意されていますが、JCIPではご利用できません。

※gBizIDサイトでの委任手続きはプライムアカウント同士での
み行えます。



gBizIDサイトでの委任手続き（委任者）
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gBizIDサイトでの委任手続き（委任者）
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gBizIDサイトでの委任手続き（委任者）
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gBizIDサイトでの委任手続き（代理人）

「建設業許可・経営事項審査
電子申請システム」を選択



gBizIDサイトでの委任手続き（代理人）
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gBizIDサイトでの委任手続き（委任者）



gBizIDサイトでの委任手続き（委任者）
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gBizIDサイトでの委任手続き（委任者）
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gBizIDサイトでの委任手続き（委任元申請者）

※gBizIDサイトでの委任手続きはプライムアカウント同士での
み行えます。
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gBizIDサイトでの委任手続き（受任者）
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gBizIDサイトでの委任手続き（受任者）



gBizIDサイトでの委任手続き（受任者）
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gBizIDサイトでの委任手続き（受任者）
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受任情報確認画面



gBizIDサイトでの委任手続き（受任者）
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委任状登録
～JCIPでの委任状情報の登録
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JCIPでの委任状情報の登録

※ＪＣＩＰでの委任状情報の登録は、委任者と受任者ともにプラ
イムアカウントに加え、メンバーアカウントでも操作可能です。
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JCIPでの委任状情報の登録（受任者）



JCIPでの委任状情報の登録（受任者）
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JCIPでの委任状情報の登録（受任者）



JCIPでの委任状情報の登録（受任者）
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JCIPでの委任状情報の登録（受任者）

！行政書士でない場合は行政書士チェックボックスにチェックを
入れずに登録しますが、法律で申請手続の代理は業としてこれ
を行うことはできません。
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JCIPでの委任状情報の登録（受任者）



JCIPでの委任状情報の登録（委任状通知メール）
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JCIPでの委任状情報の登録（委任者）
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JCIPでの委任状情報の登録（委任者）
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JCIPでの委任状情報の登録（委任者）



申請書作成
～ 代理申請での申請書の作成方法
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JCIPでの代理申請書作成（受任者）
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JCIPでの代理申請書作成（受任者）



JCIPでの代理申請書作成（受任者）
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JCIPでの代理申請書作成（受任者）
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JCIPでの代理申請書作成（受任者）

※申請書の申請者、代理人欄は委任状情報から自動的に設定
され、本人性担保のため変更できません。



代理申請の取り扱い
～JCIPでの代理申請の取り扱い



JCIPでの代理の取り扱い

・代理申請での申請・届出情報は受任者アカウントのみ参照、
更新が可能です。申請内容を委任者に提出する場合はJCIPか
ら印刷、またはダウンロードするなどし、JCIPシステム外で受け
渡しを行ってください。

・手数料等の納付は、原則として支払者は代理人となります。

・許可通知書、経審結果通知書の通知先は行政庁毎に異なり
ます。申請先行政庁が通知書を電子交付としている場合で、行
政庁が本人通知に限定している、もしくは委任状で通知書の受
領を認めない場合は本人に通知されます。
通知先が本人で電子交付される場合は、通知書が委任者への
通知の添付ファイルとして送付されます。



●JCIPの概要に関する事は、建設業許可・経営事項審査電子申請システム申請者向け【基本編】をご覧下さい。

●JCIPの操作に関する事は、建設業許可・経営事項審査電子申請システム申請者向け【操作編】をご覧下さい。

●JCIPに関するお問い合わせ方法等は、国土交通省HPに公開致しますので、そちらをご覧下さい。

●詳細なご説明は、12月に国土交通省HPで「申請者マニュアル」を公開致しますので、そちらもご覧下さい。

ご視聴ありがとうございました。


